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甲甲 賀賀 市市 城城 郭郭 歴歴 史史 フフ ォォ ーー ララ ムム 「「 甲甲 賀賀 のの 城城 とと 同同 名名 中中 のの 掟掟 書書 」」

（（ 二二 〇〇 二二 五五 年年 一一 月月 一一 八八 日日 、、 於於 甲甲 賀賀 市市 ああ いい ここ うう かか 市市 民民 ホホ ーー ルル ））

同同 名名 中中 のの 掟掟 書書 ―― 保保 護護 喪喪 失失 をを めめ ぐぐ るる 中中 世世 のの 習習 俗俗 ――

清 水 克 行

はは じじ めめ にに

＊ 中 世 ＝ 権 力 の 分 立 し た 社 会 … 朝 廷 ・ 幕 府 ・ 大 名 ・ 寺 社 ・ 荘 園 ・ 土 豪 ・ 村

（ そ の そ れ ぞ れ が 「 法 」 を も ち 、 「 城 」 を も っ た ！ ）

＊ そ ん な 中 世 社 会 に お い て 法 秩 序 は ど の よ う に 維 持 さ れ て い た の か ？

一一 、、 「「 大大 原原 同同 名名 中中 与与 掟掟 条条 々々 」」 のの 世世 界界

＊ 同 名 中

ど う み ょ う ち ゅ う

＝ 同 じ 名 字 を も つ 侍 身 分 の 集 団 。 し ば し ば 一 揆 を 結 び 、 独 自 の 内 部 法

を 定 め 、 自 律 的 な 支 配 を 行 う 。 そ の 下 部 に 百 姓 身 分 の 集 団 を 従 え 、 二 重 構

成 の 一 揆 を と る 場 合 も あ る （ 伊 勢 小 倭

お や ま と

一 揆 な ど ） 。 こ う し て 身 分 の 異 な る

集 団 が 重 層 的 、 地 域 的 な 連 合 体 に な っ た 場 合 、 国 一 揆 （ 惣 国 一 揆 ） と 呼 ぶ 。

＊ 大 原 同 名 中 ＝ 戦 国 時 代 の 近 江 国 甲 賀 郡 に み ら れ た 「 大 原 」 を 名 字 と す る 侍 衆

の 集 団 。 国 一 揆 （ 惣 国 一 揆 ） の 典 型 例 の 一 つ 。 こ れ ら の 同 名 中 を 束 ね る 甲

賀 郡 全 体 の 在 地 領 主 の 連 合 体 を 「 甲 賀 郡 中 惣

ぐ ん ち ゅ う そ う

」 と 呼 ぶ 。 な か で も 大 原 同 名

中 は 、 永 禄 十 三 年 （ 一 五 七 〇 ） 三 月 二 十 四 日 付 の 「 大 原 同 名 中 掟 条 々 」 を

残 し て お り 、 そ の 内 部 構 造 が 判 明 す る こ と か ら 研 究 上 、 注 目 さ れ て き た 。

「 大 原 同 名 中 与 掟

く み お き て

条 々 」 は 従 来 の 写 本 （ 大 原 勝 井 家 文 書 ） に 加 え 、 近 年 、

新 た に 神 文 と 三 二 〇 名 の 署 名 （ 侍 名 ・ 百 姓 名 が 混 在 ） が と も な う 写 本 （ 大

原 田 堵 野 家 文 書 ） が 確 認 さ れ て い る 。

大 原 勝 井 家 文 書 は し ば ら く 所 在 不 明 で あ っ た が 、 甲 賀 市 教 育 委 員 会 と 中

井 均 編 『 戦 国 の 城 と 一 揆 』 （ 高 志 書 院 ） の 文 献 調 査 班 （ 村 井 章 介 ・ 桜 井 英 治 ・

清 水 克 行 ） に よ り 再 確 認 さ れ 、 二 ○ 二 三 年 に 原 本 調 査 と 新 た な 翻 刻 が 行 わ

れ た （ 調 査 成 果 ・ 翻 刻 文 は 同 書 所 収 ） 。

二二 、、 「「 大大 原原 同同 名名 中中 与与 掟掟 条条 々々 」」 にに みみ ええ るる 「「 公公 事事 持持 」」
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【 史 料 １ 】 大 原 同 名 中 与 掟 条 々 （ 抜 粋 。 中 井 編 『 戦 国 の 城 と 一 揆 』 所 収 ）

６ 一 同 名 中

ど う み ょ う ち ゅ う

惣 劇

そ う げ き

に つ い て 、 他 所

よ そ

と 弓 矢

ゆ み や

出 来

し ゅ っ た い

の 時 は 、 手 は し の 城 へ 番
ば ん

等
と う

入
い

る る こ

と こ れ あ ら ば 、 各 々 談 合

だ ん ご う

を い た し 、 人 数 を さ し 入 れ 申 す べ く 候 、 そ の と き 相 互

に 如 在

じ ょ さ い

申 す ま じ く 候 事 、

６ 一 不 穏 な 世 情 に よ り 同 名 中 で 他 所 と 合 戦 が 起 き た 時 、 前 線 の 城 へ 番 衆 な ど

を 配 備 す る こ と が あ れ ば 、 （ 同 名 中 は ） そ れ ぞ れ 談 合 し て 、 人 員 を 派 遣 す る べ

き で あ る 。 そ の と き 相 互 に い い 加 減 な 対 応 を し て は な ら な い こ と 。

一 地 下

じ げ

へ 公 事 持

く じ も ち

出 入 り せ ら れ 候 を 、 そ の 敵 方

て き か た

他 所

よ そ

よ り 待 ち 申 さ る る 儀
ぎ

こ れ

あ ら ば 、 我 人

わ れ ひ と

聞 き か け に 出 合

で あ

い 、 行
て だ て

に 及 ば す ま じ く 候 事 、

一 当 地 へ 公 事 持 の 者 が 出 入 り し た の を 、 そ の 敵 方 が 他 所 か ら 付 け 狙 う こ と

が あ れ ば 、 わ れ わ れ は 聞 き つ け 次 第 に 駆 け つ け 、 （ 敵 方 の 報 復 を ） 実 行 さ せ な

い よ う に す る こ と 。

一 他 所

よ そ

の 公
く

事
じ

持
も ち

、 同 名

ど う み ょ う

の 者 を 出
い だ

し 仕 舞

し ま い

仕
つ か ま つ

ら れ 、 地 下

じ げ

へ 退
し り ぞ

か れ 候 時 、 本 人 出 合

で あ

い 申 さ れ 候 と も 、 地 下

じ げ

衆
し ゅ う

は 双 方 と も に 、 異 儀

い ぎ

に 及 ば れ ま じ く 候 事 、

一 他 所 に 住 む 公 事 持 が 同 名 の 者 を （ 身 代 わ り に ） 差 し 出 し て 決 着 を つ け て 、

（ わ れ わ れ が ） 当 地 へ 引 き 揚 げ た 後 に な っ て 本 人 が 現 わ れ た と し て も 、 百 姓 衆

は （ 本 人 ・ 身 代 わ り ） 双 方 と も に 手 出 し を し て は な ら な い こ と 。

一 同 名 中

ど う み ょ う ち ゅ う

公
く

事
じ

持
も ち

を 送 り 候 時 、 我 人
わ れ ひ と

一 揆 衆

い っ き し ゅ う

は 、 討 手
う っ て

に 罷
ま か

り 出
い ず

る ま じ く 候 、 万 一
ま ん い ち

承 引
し ょ う い ん

な く 、 討 手 に 出
い で
申 す 仁 躰

に ん て い

こ れ あ ら ば 、 敵
か た き

同 前 に 請 け 申 す べ く 候 、 そ の 時 一

揆 衆 は 、 討 た れ 候 方 を 、 一
い ち

味
み

同 心
ど う し ん

に 合 力
こ う り ょ く

た る べ き の 事 、

一 同 名 中 が 公 事 持 の 者 を 護 送 す る と き は 、 わ れ わ れ 一 揆 衆 は 討 手 と し て 駆

け つ け て は な ら な い 。 も し 納 得 せ ず に 討 手 と し て 駆 け つ け る 人 物 が い た な ら ば 、

敵 と 同 様 と み な す 。 そ の と き 一 揆 衆 は 討 た れ た 側 を 一 味 同 心 し て 支 援 す る べ き

こ と 。

一 在 々 所 々

ざ い ざ い し ょ し ょ

の 公
く

事
じ

持
も ち

、 自 然 同 名
ど う み ょ う

を 放 た れ 、 又 は 諸 親 類 ま で 、 誓 印
せ い い ん

を も っ て

中
な か

を 違
た が

え ら る る 仁 躰
に ん て い

は 、 我 人
わ れ ひ と

合 力
こ う り ょ く

あ る ま じ く 候 、 然
し か

る 上 は 、 宿
や ど

を 為
な

し 抱 え 置 く

ま じ く 候 事 、

一 ど の よ う な 公 事 持 で あ れ 、 も し 同 名 中 か ら 追 放 さ れ た り 、 ま た は 諸 親 類 ま

で か ら 起 請 文 に よ っ て 絶 交 を 宣 告 さ れ た 人 物 は 、 わ れ わ れ は 支 援 し て は な ら な

い 。 そ う で あ る 以 上 、 宿 を 提 供 し て 保 護 す る こ と も あ っ て は な ら な い こ と 。
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一 同 名

ど う み ょ う

た り と 雖
い え ど

も 、 地 下

じ げ

に あ り な が ら 、 一 揆 の 判 形

は ん ぎ ょ う

な き 仁 躰

に ん て い

は 、 弓 矢

ゆ み や

候 時 、

合 力

こ う り ょ く

申 す ま じ く 候 事 、

一 同 名 で あ っ た と し て も 、 当 地 に あ り な が ら 一 揆 に 判 形 を 加 え な か っ た 者

は 、 合 戦 の と き に 支 援 し て は な ら な い 。

一 領 中
り ょ う ち ゅ う

の 間 に て 、 他 所
よ そ

よ り 頼 ま れ 、 公
く

事
じ

持
も ち

を 討 手
う っ て

に 出
い で

ら れ 候 と も 、 我 人
わ れ ひ と

罷
ま か

り 出
い ず

る ま じ く 候 、 然
し か

り と 雖
い え ど

も 、 大 犯
た い ぼ ん

仕
つ か ま つ

り 候 凡
ぼ ん

下
げ

の 者 を 討 つ べ き の 由 、 他 家 よ

り 申 さ れ 候 は わ ば 、 大 犯 の 旨 聞 き 究 め 、 同 名 中

ど う み ょ う ち ゅ う

の 送 り こ れ な く ば 、 存 分 次 第 に

討 手 に 罷
ま か

り 出
い ず
べ く 候 事 、

一 領 中 の 間 で 、 他 所 か ら 依 頼 さ れ て 、 公 事 持 の 討 手 と し て 駆 け つ け る こ と に

な っ て も 、 わ れ わ れ は 駆 け つ け て は な ら な い 。 し か し 、 大 犯 を 犯 し た 凡 下 の 者

を 討 つ よ う に 他 家 か ら 求 め ら れ た 場 合 は 、 大 犯 の 内 容 を 聞 き 届 け た う え 、 同 名

中 の 護 送 が な い な ら ば 、 判 断 次 第 で 討 手 に 駆 け つ け て も よ い こ と 。

一 こ の 一 揆

い っ き

の 掟
お き て

の 儀
ぎ

、 我 人

わ れ ひ と

取 り 隠 し 申 す ま じ く 候 、 な ら び に 入 れ た き 条 数

じ ょ う す う

候 と も 、 退
の

け た き 条 数 候 と も 、 多 分

た ぶ ん

に つ き て 、 あ い 定 む べ く 候 事 、

一 こ の 一 揆 の 掟 に つ い て 、 わ れ わ れ は 隠 し 立 て は し な い 。 ま た 、 新 た に 付 加

し た い 条 文 が あ っ た と し て も 、 削 除 し た い 条 文 が あ っ た と し て も 、 多 数 意 見 に

も と づ き 決 定 す る べ き こ と 。

《 公 事 持 と は ？ 》

① 公 事 持 と 認 定 さ れ た 者 は 、 保 護 喪 失 状 態 に お か れ る 。 （ 条 ）

② 公 事 持 は 身 代 わ り を 提 出 す る こ と で 罪 を 許 さ れ る こ と が あ り え た 。 （ 条 ）

③ た だ し 、 同 名 中 の 領 内 に お い て は 公 事 持 の 勝 手 な 殺 害 を 認 め な い 。 護 送 中 の

襲 撃 も 認 め な い 。 （ ・ ・ 条 ）

～ 同 名 中 内 部 の 平 和 領 域 の 維 持 と 他 所 と の ト ラ ブ ル の 回 避 が 目 的 。

三三 、、 「「 公公 界界 往往 来来 人人 」」 のの 恐恐 怖怖

【 史 料 ２ 】 『 塵 芥 集 』 第 二 四 条 （ 『 中 世 法 制 史 料 集 第 三 巻 武 家 家 法 Ⅰ 』 所 収 ）

一 、 親 子 兄 弟 の 敵 た り と も 、 み だ り に 討 つ べ か ら ず 。 た ゞ し く だ ん の 敵 人 、 成 敗

終 つ て の ゝ ち 、 配 領 中 へ 徘 徊 の と き 、 む て 人 走 り 合 ひ 、 親 の 敵 と い ひ 、 子 の 敵
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と い ひ 、 討 つ 事 越 度 有 べ か ら ざ る 也 。

＊ 原 則 的 に 敵 討 は 禁 止 だ が 、 「 成 敗 」 （ こ の 場 合 は 追 放 刑 ） に 処 さ れ た 者 に 対 し

て は 私 的 報 復 を 黙 認 す る 。

【 史 料 ３ 】 『 大 内 氏 掟 書 』 第 一 四 三 条 （ 『 中 世 法 制 史 料 集 第 三 巻 武 家 家 法 Ⅰ 』

所 収 。 延 徳 三 年 〔 一 四 九 一 〕 十 一 月 、 大 内 政 弘 制 定 ）

一 、 御 勘 気 を 蒙 る の 仁 、 御 定 法 の 事

御 家 人 を 放 た る る の 輩 、 暫 時 た り と い へ ど も 出 仕 を 止 む べ き の 由 、 仰 せ 出

さ る る の 族 も つ て 同 前 の 事 。 あ る ひ は 殺 害 刃 傷 を 被 り 、 あ る ひ は 恥 辱 横 難

に 遇 ひ 、 た と ひ ま た 如 何 躰 の 子 細 あ る と い へ ど も 、 す で に 御 勘 気 を 蒙 る の

う え は 、 公 界 往 来 人 の 准 拠 た る べ き の 間 、 そ の 敵 、 御 罪 科 あ る べ か ら ざ る

の 由 、 御 法 を 定 め ら れ お は ん ぬ 。 光 孝 寺 殿 〈 畠 山 徳 本 〉 管 領 職 の 御 時 、 御

成 敗 か く の 如 し 。 御 分 国 中 の 仁 、 こ の 旨 を 守 る べ き の 由 、 仰 せ 出 さ る る 所 、

壁 書 く だ ん の 如 し 。

＊ 大 内 氏 か ら 「 御 家 人 」 身 分 を 剥 奪 さ れ た 者 は 「 公 界 往 来 人 」 同 様 と み な さ れ 、

「 殺 害 ・ 刃 傷 」 「 恥 辱 ・ 横 難 」 に 遭 お う と も 一 切 の 保 護 は さ れ な い 。

＊ こ の 法 は 室 町 幕 府 法 に 根 拠 が あ る 。

おお わわ りり にに ーー ““ フフ ォォ ーー ゲゲ ルル ・・ フフ ララ イイ ”” （（ 鳥鳥 のの 自自 由由 ）） ――

＊ 室 町 期 、 戦 争 ・ 政 変 で の 敗 者 に 対 し て は 殺 害 ・ 掠 奪 し て も 良 い （ 法 の 保 護 を

喪 失 ） … ① 落 ち 武 者 狩 り 慣 行 、 ② 没 落 大 名 屋 形 掠 奪 慣 行 、 ③ 流 罪 者 殺 害 慣 行

＊ 中 世 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 平 和 喪 失 刑 （ ア ハ ト 刑 ）

“ フ ォ ー ゲ ル ・ フ ラ イ （ 鳥 の 自 由 ） ” “ 人 間 狼 ” … 法 に よ る 保 護 の 喪 失

＊ ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド の 掠 奪 刑 （ ア ウ ト ・ ロ ー ）

※ 「 私 刑 」 を 部 分 的 に 容 認 す る こ と で 、 事 実 上 の 「 公 刑 」 を 実 現 す る （ 国 家 裁

判 権 確 立 途 上 の 過 渡 的 形 態 ）

【 参 考 文 献 】

桜 井 英 治 ・ 清 水 克 行 ・ 村 井 章 介 「 現 代 語 訳 大 原 同 名 中 与 掟 条 々 」 （ 中 井 均 編
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『 戦 国 の 城 と 一 揆 』 高 志 書 院 ・ 二 〇 二 三 年 ）

清 水 「 室 町 幕 府 「 流 罪 」 考 」 （ 同 『 室 町 社 会 の 騒 擾 と 秩 序 』 吉 川 弘 文 館 ・ 二 〇

〇 四 年 。 の ち 増 補 版 、 講 談 社 学 術 文 庫 ・ 二 〇 二 二 年 ）

清 水 「 日 本 の ス イ ス ・ 甲 賀 の 里 」 「 甲 賀 の お 尋 ね 者 」 （ 同 『 室 町 ワ ン ダ ー ラ ン ド 』

文 藝 春 秋 ・ 二 ○ 二 四 年 ）

【 自 己 紹 介 】

清 清 水水 克克 行行 （（ しし みみ ずず かか つつ ゆゆ きき ）） 明 治 大 学 商 学 部 教 授 。 一 九 七 一 年 生 ま れ 。 一 九

九 四 年 、 立 教 大 学 文 学 部 卒 業 。 二 〇 〇 二 年 、 早 稲 田 大 学 大 学 院 文 学 研 究 科 博 士

後 期 課 程 （ 史 学 ） 単 位 取 得 退 学 。 二 〇 〇 四 年 、 博 士 （ 文 学 ） 。 二 〇 〇 六 年 、 明

治 大 学 商 学 部 専 任 講 師 。 二 〇 〇 九 年 、 明 治 大 学 商 学 部 准 教 授 。 二 〇 一 四 年 、 明

治 大 学 商 学 部 教 授 。

専 専 攻攻 ：： 日 本 中 世 史 （ 室 町 ～ 戦 国 時 代 ） 。 社 会 史 。

著 著 書書 ：： 『 室 町 社 会 の 騒 擾 と 秩 序 』 （ 吉 川 弘 文 館 、 二 〇 〇 四 。 の ち 講 談 社 学 術 文 庫 、

二 〇 二 二 ） 、 『 喧 嘩 両 成 敗 の 誕 生 』 （ 講 談 社 選 書 メ チ エ 、 二 〇 〇 六 ） 、 『 大 飢 饉 、

室 町 社 会 を 襲 う ！ 』 （ 吉 川 弘 文 館 〈 歴 史 文 化 ラ イ ブ ラ リ ー 〉 、 二 〇 〇 八 ） 、 『 日 本

神 判 史 』 （ 中 公 新 書 、 二 〇 一 〇 ） 、 『 足 利 尊 氏 と 関 東 』 （ 吉 川 弘 文 館 〈 人 を あ る く

シ リ ー ズ 〉 、 二 〇 一 三 ） 、 『 耳 鼻 削 ぎ の 日 本 史 』 （ 洋 泉 社 新 書 ｙ 、 二 〇 一 五 。 の ち

文 春 学 藝 ラ イ ブ ラ リ ー 、 二 〇 一 九 ） 、 『 戦 国 大 名 と 分 国 法 』 （ 岩 波 新 書 、 二 〇 一

八 ） 、 『 室 町 は 今 日 も ハ ー ド ボ イ ル ド ― 日 本 中 世 の ア ナ ー キ ー な 世 界 』 （ 新 潮 社 、

二 〇 二 一 。 の ち 新 潮 文 庫 、 二 〇 二 三 ） 、 『 室 町 社 会 史 論 ― 中 世 的 世 界 の 自 律 性 』

（ 岩 波 書 店 、 二 〇 二 一 ） 、 『 室 町 ワ ン ダ ー ラ ン ド ― あ な た の 知 ら な い 「 も う ひ と

つ の 日 本 」 ― 』 （ 文 藝 春 秋 、 二 〇 二 四 ） 。

共共 著著 ：： 『 戦 国 法 の 読 み 方 』 （ 桜 井 英 治 氏 と の 対 談 本 、 高 志 書 院 、 二 〇 一 四 ） 、 『 現 代

（ い ま ） を 生 き る 日 本 史 』 （ 須 田 努 氏 と の 共 著 、 岩 波 書 店 、 二 〇 一 四 。 の ち 岩

波 現 代 文 庫 、 二 〇 二 二 ） 、 『 世 界 の 辺 境 と ハ ー ド ボ イ ル ド 室 町 時 代 』 （ 高 野 秀 行

氏 と の 対 談 本 、 集 英 社 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 、 二 〇 一 五 、 の ち 集 英 社 文 庫 、 二 〇

一 九 ） 、 『 辺 境 の 怪 書 、 歴 史 の 驚 書 、 ハ ー ド ボ イ ル ド 読 書 合 戦 』 （ 高 野 秀 行 氏 と

の 対 談 本 、 集 英 社 イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 、 二 〇 一 八 、 の ち 集 英 社 文 庫 、 二 〇 二 〇 ）

ほ か 。
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甲賀大原の城

甲賀市教育委員会歴史文化財課
伊藤　航貴

はじめに

・甲賀の城は約 180 箇所以上確認されている。

・在地の武士…甲賀武士、甲賀衆

・同名中…惣領家（本家）を中心にその血縁の庶子家（分家）、血縁でない近隣の土豪らが同じ名

字を名乗ることで協力体制を整えた組織

１．大原同名中の本拠、甲賀町大原地域

・甲賀市域の東南部 (図１)

・東に鈴鹿山脈、南には伊賀市との県境付近に丘陵地が広がる。地質は、鈴鹿山脈は花崗岩、東

北部は土山町からつづく鮎河層群、それ以外は古琵琶湖層群からなる丘陵が東西に延びる。北側

から甲賀丘陵・甲南丘陵と呼ばれる。

・野洲川支流の杣川、それから分流する佐治川、大原川、櫟野川、青野川、和田川をはじめとす

る多くの小河川が樹枝状に開析し、集落や耕地もその谷間にひらける。

大原地域

・大原地域の範囲→近代大原村（現在の大字櫟野、神、大原上田、大久保、大原中、拝坂、鳥居野、

相模、大原市場、高野）

・大原川流域の大原谷、櫟野川流域の小さな谷

・平安時代には、藤原家の大原荘がおかれ開発が進展した。また、櫟野寺を拠点寺院として多く

の仏像が造像される。

・中世後期には大原氏が台頭、戦国時代にはその一族が大原谷内の各地に多くの城館を築いた。

２．甲賀大原の城 (図２)

・甲賀町域の城は 62 箇所、うち大原地域の城は 19 箇所（表１参照）

①丘陵先端 (図 3～ 8)・・・高野城、高野東城、大宝寺遺跡、大原上田城跡、滝川城跡、滝川西城跡、

滝川支城跡、上田城跡

・方形を志向するものから L字形、不定形

②平地 (図 9～ 17)・・・補陀落寺城跡、市場陣山城跡、竹林城跡、鳥居野城跡、篠山城跡、垂井城跡、

南殿屋敷跡、奥殿城跡、大原城跡

③丘陵頂部 (図 18)・・・櫟野大原城跡

・独立丘陵（比高 24 ｍ）、主郭は方形（18 × 19 ｍ）

・方形～長方形を志向

・大原谷では、平地、丘陵先端、丘陵頂部それぞれに築城しており、平地の城でも段丘端を選ん

で築城する。→平地城館が多

・同規模、同形態の城が多く、特異性を持つ城は見つかっていない。
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３．大原以外の城

①甲賀町和田の城 (図 19)

・７箇所（殿山城跡、公方屋敷跡、公方屋敷支城跡、和田支城跡Ⅰ～Ⅲ、和田城跡）

・谷筋の両側の尾根に城を築き（丘陵先端に築城）

・和田城が中心、殿山城は監視、中間の和田支城Ⅰ～Ⅲは入口と奥をつなぐ

・家ごとに個別の城や館が築かれて結果的に連立する形となったのではなく、谷を防御する方針

に沿って配置された。

②甲南町杉谷・新治の城 (図 20,21)

・寺前城跡、村雨城跡、新宮城跡、新宮支城跡、望月城跡、望月支城跡

・南から北にのびる丘陵先端に位置する。

・近距離に同規模の城が並立して築かれている⇒「二城並立型」

③水口町植・北脇の城 (図 22,23)

・植城跡、北脇城跡

・土塁と空堀によって長方形に区画された城域の内部を、さらに土塁と空堀によって細かく区画

する。

④水口町和野の城 (図 24)

・伊佐野城跡

・9つの区画によって構成される

・方形区画の規模は 50 ｍ四方～ 80 ｍ四方

・方形区画の間に階層差が想定されるが、集落とは土塁・堀で隔絶される。

４．まとめ

・大原の城は半町四方の方形を志向し、発達した遺構を持つ城は確認できない。
・それぞれの城は同名中を構成する武士による築城と考えられる。
・同名中という組織→城跡の規模、形態からもうかがえる。
・大原の城の様相は、大原地域以外の城と異なる。

おわりに

・手はしの城とは

≪参考文献≫
甲賀町教育委員会 1996『補陀楽寺城遺跡発掘調査報告書』
甲賀市教育委員会 2008『中世城館遺跡 ( 甲南地域 ) 調査報告書』
甲賀市史編さん委員会 2010『甲賀市史』第 7 巻 甲賀の城
滋賀県教育委員会・財団法人滋賀県文化財保護協会 2006『植城遺跡』
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図 2：大原地域周辺の城跡位置図 (番号は表 1と一致 )

大原地域

水口町

甲南町

土山町

甲賀町

出典：地理院タイルおよび基盤地図情報数値標高モデル(5ｍメッシュ)をもとに作成

信楽町

図 1：大原地域の位置図

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫ ⑬

⑭

⑮

⑯
⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒
㉔ ㉕

㉖㉗

出典：地理院タイルおよび基盤地図情報数値標高モデル(5ｍメッシュ)をもとに作成
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No 城名 立地 形態 規模 No 城名 立地 現状
1 高野城跡 丘陵先端 方形 30ｍ四方 20 別府城跡 平地 遺構なし
2 高野東城跡 丘陵先端 L字形 20×30 21 相模篠山城跡 平地 遺構なし
3 補陀落寺城跡 平地 方形 50四方(推定) 22 大原中城跡 丘陵先端
4 市場陣山城跡 平地 長方形 50×80(推定) 23 南城跡 平地 遺構なし
5 竹林城跡 平地 長方形 50×70 24 大窪城跡 平地 遺構なし
6 鳥居野城跡 平地 方形 40×50 25 西ノ口城跡 平地 土塁状のマウンド
7 篠山城跡 平地 方形 40×40 26 忠道屋敷跡 平地 遺構なし
8 大鳥神社遺跡 平地 方形 50×30 27 神館跡 平地 遺構なし
9 垂井城跡 平地 その他 不明
10 大宝寺遺跡 丘陵先端 方形 40×50
11 大原上田城跡 丘陵先端 不定形 20×30
12 南殿屋敷跡 平地 方形 45×45
13 奥殿城跡 平地 L字形？ 50×30
14 滝川城跡 丘陵先端 方形 46×30
15 滝川西城跡 丘陵先端 方形？ 30×35
16 滝川支城跡 丘陵先端 楕円形？ 30×40
17 櫟野大原城跡 丘陵頂部 方形 18×19
18 上田城跡 丘陵先端 L字形 40
19 大原城跡 平地 方形 40×30

市史第７巻
掲載城館

城館伝承
地・史料
記載城館

表１：大原地域に立地する城一覧

Ⅰ

Ⅱ

Ⅳ

Ⅲ

０ 50ｍ

甲賀市史第7巻より引用（早川圭氏作図）

図 3：高野城跡概要図

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ

０ 50ｍ

甲賀市史第7巻より引用（早川圭氏作図）図 4：高野城東跡概要図

224.0

224.2

226.2

225.6

253.0

227.1

250

240

230

０ 50ｍ

大原上田城跡

大宝寺遺跡

甲賀市史第7巻より引用（中西裕樹氏作図）

図 5：大宝寺城跡・大原上田城跡概要図

231.1

230.5

244.0

251.0

271.2

260

250

240

258.9

234.0

231.8

０ 50ｍ

Ⅰ

Ⅳ

Ⅱ

Ⅴ

Ⅲ

Ⅵ

Ⅶ

滝川城跡

滝川城西城跡

甲賀市史第7巻より引用（村田修三氏作図）

図 6：滝川西城跡・滝川城跡概要図
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257.4

250

250

240

236.6

０ 50ｍ

甲賀市史第7巻より引用（村田修三氏作図）

図 7：滝川支城跡概要図

甲賀市史第7巻補遺より引用（中井均氏作図）

図 8：上田城跡概要図

０ 50ｍ

甲賀市史第7巻より引用（早川圭氏作図）

図 9：補陀洛寺城跡概要図

０ 50ｍ

甲賀市史第7巻より引用（早川圭氏作図）

図 10：市場陣山城跡概要図

０ 50ｍ

b

a

甲賀市史第7巻より引用（早川圭氏作図）

図 11：竹林城跡概要図

→

→

→

→

→

→

？

201.2
205.2

０ 50ｍ
慶徳寺

ａ

大
原
川

大
橋
川

甲賀市史第7巻より引用（遠藤啓輔氏作図）

図 12：鳥居城跡概要図
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↓

↓↓ ↓

↓

↓

217.0

215.3

218.5

208.3

０ 50ｍ

Ⅰ

Ⅱ

ａ

ｂ

甲賀市史第7巻より引用（遠藤啓輔氏作図）

図 13：篠山城跡概要図

215.2

０ 50ｍ

Ⅰ

Ⅱ

g

a

b

c

d
e

f

甲賀市史第7巻より引用（髙田徹氏作図）

図 14：垂井城跡概要図

232.3

223.0

226.8

226.0

０ 50ｍ

奥殿城跡

西ノ口城跡

佛生寺

甲賀市史第7巻より引用（中西裕樹氏作図）

図 15：奥殿城跡概要図

０ 50ｍ

南殿屋敷跡推定地

城跡推定地

林照寺

甲賀市史第7巻より引用（山下晃誉氏作図）

図 16：南殿屋敷跡推定地

藪地

？

？

？ ？

201.1

197.5

200.9

０ 50ｍ

甲賀市史第7巻より引用（遠藤啓輔氏作図）

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

櫟
野

川

杣

川

ｄ

a

c

b

図 17：大原城跡概要図

244.8

250

242.6

241.3

243.9

０ 50ｍ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ a

b

甲賀市史第7巻より引用（堀口健弐氏作図）

図 18：櫟野大原城跡概要図
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和田城跡

和田支城跡Ⅰ

和田支城跡Ⅱ

和田支城跡Ⅲ

公方屋敷跡

殿山城跡公方屋敷支城跡

甲賀市史第7巻より引用（中井均氏作図）
図 19：和田城館群概要図
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寺前城

村雨城

図 20：寺前城跡・村雨城跡概要図

新宮城・新宮支城　遺構概要図

新宮支城

新宮城

図 21：新宮城跡・新宮支城跡概要図
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160.2

160.7

160.4

160.1

160.1

160.5

160.9

159.9

159.9

０ 50ｍ

唯称寺

吉山神社

〈
南
木
戸
〉

〈
北
木
戸
〉

〈
局
屋
敷
〉

〈
此
坪
〉

〈
吉
山
〉

〈
奥
屋
敷
〉

〈
裏
門
〉

〈
奥
斎
〉

〈
城
内
〉

甲賀市史第7巻より引用（中井均氏作図）

図 22：植城跡概要図
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甲賀市史第7巻より引用（下高大輔氏作図）

図 23：北脇城跡概要図
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図 24：伊佐野城跡概要図
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